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民主党『障がい者制度改革推進』の方向性について 
《 中 間 報 告 》 

２００８年６月１０日 
民主党障がい者政策作業チーム 

はじめに 
 
○民主党障がい者政策作業チームは、現行の障害者自立支援法が成立、施行されて以
来、わが国における障がい者政策の理念、実態において、大きな混乱を招いている
ことにかんがみて、総合的に抜本的見直しを行うことを強く求め、議論を重ねてき
た。 
 
○障害者自立支援法は、障がい種別にかかわらず、一元的・全国統一的にサービスを
提供する仕組みを創設したものであったが、これまでの福祉制度を抜本的に改正す
る内容であり、急激な制度改正であったために、国民的な合意が得られないまま利
用者負担の増額や報酬の在り方が変更されるなど、混乱を招く結果となった。 
 
○国民的合意に基づく障がい者福祉施策を推進する必要があり、障がい者等の暮らし
の実態、生活環境等の実態を調査検証し、それに見合った改革を推進することによ
り、将来にわたり安定した障がい者福祉制度を構築し、障がい者等が安心して地域
で暮らすことのできる社会を実現することができるものである。 
 
○昨年（２００７年１０月）、緊急避難的に「障害者自立支援法改正案」を参議院に提
出し、いわゆる応益負担を廃止するとともにサービス事業者に対する支援規定を盛
り込み、法案審議と制度改革を求めてきた。 
 
○政府与党は、２００６年１２月に利用者負担の引き下げや事業者に対する激変緩和
策として１２００億円の「特別対策」（２００６年度補正予算より２００８年度予算
まで）を行い、さらに２００９年度以降においても緊急措置（特別対策の上乗せ）
を実施するとしているが、定率１割負担（応益負担）という制度設計は変えておら
ず、障がい者施策の将来に対する不安感が払拭されていない。 
 
○２００６年１２月、国連において障がい者の権利及び尊厳を保護し、及び促進する
ための包括的かつ総合的な国際条約である「障害者権利条約」が採択され、わが国
も署名した。２００８年５月３日より正式に発効し、今後、わが国において条約の
早期批准に向けて、関連する国内法の整備を行う必要がある。 
 
○諸外国との比較において、ＧＤＰ比で低い社会支出と国民負担率となっており、立
ち遅れている社会的地域基盤の整備と経済的自立を促進し、わが国の障がい者福祉
施策を推進するためには、施策項目と達成期間等を定めた総合的な福祉計画と財政
的な数値目標を定める必要がある。 
 
○民主党は、わが国における障がい者施策の将来像・全体像を明確に示すことが必要
であると考え、ここに「障がい者制度改革推進法（仮称）」及び「障がい者総合福祉
法（仮称）」の方向性を明示し、関係者および関係団体の議論に寄与するものである。 
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第１ 民主党の基本理念 
 
○民主党は、障がい者等が当たり前に地域で暮らし、地域の一員として共に生活する
ことができる社会を目指している。 
 
○障がい者等の生活と自立、社会参加は権利として位置づけ、個々の人権の保障およ
び促進のための具体的な施策を構築しなければならない。また、国民の共存共栄の
理念の下、障がい当事者の「自己決定・自己選択」の原則が保障される制度設計を
考えるものである。 
 
○年齢や性別、障がいの有無などにかかわらず、すべての人がいきいきと働き、社会
参加し、暮らしやすい社会を構築するためバリアフリーという概念（障害の除去）
から「ユニバーサル社会」へ理念の発展を図る。そのために、何らかの障がいによ
り自立及び社会参加のために支援等を必要とする者を広く施策の対象とするととも
に、その者の年齢及び障がいの状態に応じて必要な支援等が的確に講じられなけれ
ばならない。 
 
○「障害者基本法」における「個人の尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい生活
を保障される権利を有する」という理念を基本としつつ、障がい者の権利擁護と合
理的配慮という概念を導入した「国連障害者権利条約」が採択されたことにかんが
みて、わが国における障がい者の総合福祉施策として新たな制度を構築していかな
ければならない。 
 
○すなわち「国連障害者権利条約」の早期批准に向けて、関連する国内法令の整備を
行う必要がある。 
 
 

第２ 「障がい者制度改革推進法（仮称）」の基本的考え方 
 
○現在、内閣に設置されている「障害者施策推進本部」（本部長：内閣総理大臣）を改
編し、わが国の障がい者施策の改革を総合的かつ集中的に推進するため、および必
要な国内法の整備、見直しを行うために、新たに「障がい者制度改革推進本部（仮
称）」を設置して、制度改革の推進に関する総合調整、改革推進計画の案の作成及び
推進、必要な法律案及び政令案の立案等を行うものとする。 
 
○内閣に設置される「障がい者制度改革推進本部（仮称）」の組織の中に、障がい当事
者の参画がより強化されるよう障がい当事者団体、有識者を含む委員会及び事務局
を設け、制度改革推進計画の案の作成及び法令の立案、制度改革に関する事項を調
査審議し、その結果に基づいて、本部長に意見を述べる等を行うものとする。障が
い者等に係る制度改革は、次に掲げる基本方針に基づき推進されるものとする。 
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（１） 障がい者差別禁止法の在り方 
 ○障がいを理由とする差別の根絶を図るため、障がいを理由とする差別の禁止
に関する国際社会における取り組み（国連障害者権利条約における権利擁護、
合理的配慮の導入）を踏まえ、障がい者に対する差別的取扱いを禁止する法
制度を構築する。 

 
（２） 障がい者虐待防止の在り方 
 ○施設等で発生している障がい者等への虐待を防止し、障がい者等の権利を擁
護するために、障がい者虐待を受けた障がい者に対する保護のための措置と
共に、障がい者虐待の防止に資するための家族等に対する支援のための措置
を行うための法制度を構築する。 

 
（３） 教育支援の在り方 
 ○わが国における学校教育制度は、あらゆる段階においても障がい児が障がい
児以外の者と共に教育を受けられる制度（インクルーシブ教育）とすること
を基本とすると共に、障がい児又はその保護者が希望するときは、特別支援
教育を受けられるようにする。 

 
 ○手話、点字又は文字表記（要約筆記）等のコミュニケーション手段の支援、
教材、施設等のバリアフリー化、教職員の体制整備など教育現場での支援体
制の強化を図る。 
 
 ○義務教育のみならず高等教育等の教育制度においても、インクルーシブ教育
に相当する施策を推進する。 

 
（４） 交通・建築物・地域生活環境の在り方 
 ○障がい者等が快適で生活・社会参加しやすいユニバーサルデザインの生活環
境の整備を推進する。また、障がい者の有する障がいに配慮した住宅の整備
その他の居住環境の整備を推進する。 

 
○障がい者が円滑に利用できるような施設の構造及び設備の整備等を支援する
とともに、現行の「バリアフリー新法」にとどまらず、既存の施設（公的施
設）においても基準適合の義務化などを行い、実施期限を設けるなど施策を
推進する。 
 

（５） 情報の利用等の在り方 
 ○国及び地方公共団体は、その事務を行うに際し、障がい者がその障がい等の
状態に応じて情報の入手、利用等を容易に行うことができるよう必要な施策
を講じる。 

 
○情報の提供等の事業者は、その責任と能力に応じて、障がい者の円滑な情報
の入手、利用等のための便宜を図ることを促進する。 
 
○障がい者に対する災害情報が的確に伝達されるよう必要な施策を講じる。 
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（６） 障がい者の雇用促進の在り方 
 ○「障害者雇用促進法」について、法定雇用率の対象となる障がい者の範囲を
拡大し、現行の法定雇用率（民間１．８％、国・地方公共団体２．１％）の
さらなる引き上げを行う。 

 
  ○障がい者の雇用の促進のみならず、就労におけるコミュニケーション支援の
整備、障がい者が雇用されるのに伴い必要となる施設又は設備の充実等、障
がい者の雇用の継続を図るために必要な施策を講じる。また、自営業などに
よる雇用以外の就業形態による就業についてもその促進を図る。 

 
○公契約に際し、「総合評価入札制度」における障がい者の法定雇用率を評価項
目として義務付ける公契約規定を検討することなど障がい者等の一般雇用が
さらに促進するよう施策の推進を行う。また、国及び地方公共団体等が優先
的に障がい者就労施設から物品等を調達すること等により、障がい者就労施
設の受注の機会の増大を図る。 

 
（７） 所得保障の在り方 
 ○障がい者の所得の確保に係る施策の在り方について、就労を促進し、障がい
者に対する手当は就労による所得を補完するものと位置付け、真に自立した
生活ができるよう障がい者に対する手当の支給対象の拡大と支給額の引上げ
を図る。また、障がい者年金の在り方及び年金受給権を有しない障がい者（無
年金障がい者）に対する措置については年金制度の抜本改革の際に検討する。 

 
 ○障がい者の地域生活の基本として、「住宅手当」の創設（生活保護基準を参考）
と住まいの確保策（地域基盤整備）を行う。 

 
（８） 福祉施策の在り方 
○「障害者自立支援法」は「総合福祉法（仮称）」として抜本的に見直す。あわ
せて「身体障害者福祉法」「知的障害者福祉法」「精神保健福祉法」「発達障害
者支援法」等についても見直す。 

 
 ○障がい者等の範囲・定義を見直し、いわゆる「制度の谷間」と言われる福祉
サービスの対象外をなくし、幅広く福祉サービスが利用できるようにする。
あわせて何らかの障がいにより福祉サービスを必要とする障がい者に「社会
参加カード（仮称）」を交付する制度を創設する（現行の手帳制度からの移行
が円滑になされるよう経過措置を設ける）。 

 
   ○利用者負担については、現行の「定率負担（応益負担）」を廃止し、利用者本
人の「応能負担」を基本とする。 

 
○障がい者等が身近な地域で福祉サービスを選択・利用できるよう障がい種別
や年齢で区分されることなく、ニーズに応じた福祉サービス体系を構築する。 
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（９） 障がい児福祉の在り方 
 ○障がい児にかかる福祉サービスは、「総合福祉法（仮称）」の中に位置付け、
実施主体は市町村（基礎的自治体）が行うものとする。国及び都道府県は、
市町村がきめ細やかな福祉サービスを円滑に行うことができるよう人員確保、
児童福祉施設等の充実を図る。 
 
 ○障がい児に必要な医療、療育等を地域において提供することができるよう施
設の整備及び充実を図る。 

 
（１０）医療支援の在り方 
 ○現行の自立支援医療における定率１割負担（応益負担）は廃止し、更生医療、
育成医療について、自立支援法以前の負担水準を勘案しつつ応能負担とする。 

 
 ○精神保健福祉医療のうち、今後、福祉サービスについては障がい種別にかか
わりなく総合福祉法（仮称）で行うこととする。精神通院医療については精
神科病院等に入院して行われる精神障害の医療と連携のとれた制度とし、精
神保健及び精神障害者福祉に関する法律の保護者制度、都道府県知事による
入院措置に係る制度等については、精神障がい者が地域社会で自立した生活
を営むことができるようにする観点から見直し、新たな精神医療体制を構築
する。 

 
 ○国及び地方公共団体は、障がい者に対する説明及び障がい者の同意の下に医
療の給付又はリハビリテーションの提供がされることとなるよう必要な施策
を講じる。 

 
（１１）難病対策の在り方 
 ○現行の難病対策（難治性疾患克服研究事業等）は、根拠となる法制度が未整
備であることから、難病に関する調査研究及び難病患者の医療費負担の軽減
を柱とする新たな法制度を整備する。 

 
（１２）障がい者に係る予算の目標について 
 ○わが国における障がい者に係る予算は、諸外国との比較において、ＧＤＰ比
で低い社会支出と国民負担率となっているため、立ち遅れている社会的地域
基盤の整備と経済的自立を促進し、障がい者福祉施策を推進するため、施策
項目と達成期間等を定めた総合的な福祉計画と財政的な数値目標を定める。 

 
（１３）法制上・財政上の措置について 
 ○「障がい者制度改革推進本部（仮称）」において策定された推進計画に基づい
て、総合的かつ集中的な推進のために必要な法制上、財政上の措置を講ずる。 
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第３ 総合福祉施策の改革推進の方向性（「総合福祉法（仮称）」の在り方） 
 
 
１  障がい者の範囲・定義について 
 ○「障害者自立支援法」第４条定義を早急に見直し、いわゆる「制度の谷間」と指
摘されていた「発達障害、高次脳機能障害、難病、内部障害」などを含む定義と
なることを基本とする。 
 
 ○障がい者等の範囲・定義を見直し、いわゆる「制度の谷間」と言われる福祉サー
ビスの対象外をなくし、幅広く福祉サービスが利用できるようにする。あわせて
何らかの障がいにより福祉サービスを必要とする障がい者に「社会参加カード（仮
称）」を交付する制度を創設する（現行の手帳制度からの移行が円滑になされるよ
う経過措置を設ける）。 
 
 
２  利用者負担の在り方 
 ○利用者負担については、現行の「定率負担（応益負担）」を廃止し、「応能負担」
を基本とする。「応能負担」における負担額の算定については、現行の「世帯単位
（家計）」を見直して「個人単位（利用者本人、配偶者を含む）」とする。 
 
 ○福祉サービスにおける利用者負担額と補装具および医療に係る利用者負担額と合
算した額が一定の額を超える（高額となる）場合には、特別の負担軽減策を講じ
るものである。 
 
 
３  サービス利用の支給決定の在り方 
 ○現行の「障害者自立支援法」における「障害程度区分」によるサービス支給決定
の在り方を抜本的に改め、障がい者等のニーズに基づく認定方法を基本とする。 
 
 ○「障害程度区分認定」は廃止する。「ソーシャルワーカー等調査専門員（仮称）」
が、障がい者のサービス利用ニーズ調査を行い、「サービス支給に係るガイドライ
ン（仮称）」に基づいて、サービス利用の支給内容を作成する。当該調査専門員が
作成したサービス支給内容を「障がい者サービス委員会（仮称）」（サービス給付
の決定を行うための地域における委員会）で決定し、実施機関（市町村等）に指
示する。 
 
 
４  サービス体系の在り方 
 ○サービスを利用する障がい者等の自立と社会参加および自己決定・自己選択の原
則にかんがみて、「生活・社会参加サービス支援」として統合する。「移動支援」
は個別給付の対象とする。 
 
 ○現行の「障害者自立支援法」におけるサービス体系を障がい者等の地域における
生活、自立と社会参加および自己決定・自己選択の原則にかんがみて、「居住支援
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（新グループホーム）」（現行のケアホームのように必要な場合に介護支援が受け
られるよう柔軟に対応する）として統合する。 
 
 ○障がい児にかかる福祉サービス体系は、「総合福祉法（仮称）」の中に位置付けて、
実施主体は市町村（基礎的自治体）が行うものとする。 
 
 
５  事業者の経営基盤の強化 
 ○サービス事業者に対する支援の在り方について、現行の日額方式は廃止し、基本
は月額方式とする。サービス内容によっては、個別のサービスとして日額方式を
取り入れることは排除しない。 
 
 ○サービス事業者の経営基盤の強化は、障がい者が個別のサービスを利用する際、
安定的な当該サービスの提供に寄与するものであることにかんがみ、施設整備費
および人件費等については、それぞれの単価を引き上げて整備することを国が責
任を持って行う。 
 
 
６  地域生活支援事業の在り方 
 ○障がい者個人の社会参加として利用する日常生活用具の給付等、移動支援につい
ては、個別給付のサービス支援（「生活・社会参加サービス支援」）として位置付
ける。 
 
 ○コミュニケーション支援（手話通訳等を行う者の派遣）については、原則無料で
行うものとする。 
 
 
７  相談支援の在り方 
 ○障がい者等が身近な地域で福祉サービスを選択・利用でき、当たり前に地域で暮
らし、地域の一員として共に生活することができるように、現行の「地域自立支
援協議会」を中核として相談事業の体制強化（社会福祉法人やＮＰＯ、ピアカウ
ンセリングなど積極的活用）を推進し、あわせて相談窓口や相談員の充実を図る。 
 
 
８  就労支援の在り方 
○障がい者の自立生活を支援するために、一般就労を促進するとともに、現行の地
域自立支援協議会の各地域における体制の充実強化を行い、地域ネットワーク基
盤の整備と就労の定着を図る。 
 
 ○一般就労以外の就労的事業（授産施設、福祉工場、更生施設、小規模作業所等）
を整理し、現行の「自立訓練」「就労移行支援」「就労継続支援」のうち就労支援
にかかわる事業について統合、簡素化するとともに、就労支援体制を強化する方
向で検討を加える。 

以上 


